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梅雨の時期となり、じめじめと暑さを感じる季節となりました。入学式から、新１年生は緊張と希望を胸に新生

活がスタートし、少しずつ学校生活にも慣れてきています  

また、様々な行事も行われ、就業技術科２年生、３年生は、多くの生徒が現場実習をスタートし、一人一人目標

や課題をもって学校生活を送ることができています。 

さて、今年度の進路だより第１号は、福祉サービスや就労に関する専門的な知識など、進路学習会で得た情報を

一部お伝えします。 

６月１日（木）保護者向け進路学習会の報告 

１部は、青梅市健康福祉部 障がい者福祉課（サービス係）様による「障害福祉サービス等の利用について」講

演を行っていただきました。２部は、青梅公共職業安定所（ハローワーク青梅）様より「特別支援学校における就

職への流れ」、「ハローワークとの連携」、「重度知的障害者判定」「障害者雇用制度と障害者雇用の現状」「働くため

に必要なこと」についての講演を行っていただきました。 

「障害福祉サービス等の利用について」「働くために必要なこと」について、以下に、御紹介いたします。 

 

サービス等の利用について 

障害者総合支援法や児童福祉法に基づき、障害のある方が、居宅や施設等においてサービスを受けられるも

のであり、障害福祉サービス、地域生活支援事業、障害児通所支援の大きく３つに区分されます。 

障害福祉サービスとは、ホームヘルプ、通所施設、入所施設、グループホーム等で、大きく分けて、訪問系

サービス、日中活動系サービス、居住系サービスの３種類があります。 

地域生活支援事業とは、障害のある人が、日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の実情に応

じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施するところです。移動支援事業、日中一時支援事業等で、日中

等の移動支援を行っていただくところです。 

障害児通所支援とは、放課後等デイサービス等で、放課後や休日等に通所する施設になります。 

利用は利用者と事業者の契約により行われ、利用者の金銭負担は課税世帯で１割、非課税世帯では０割となっ

ております。１８歳以上の方については、本人及び配偶者のみを「世帯」とします。 

 また、食費等の実費については利用者の負担になります。 

 

 

 Ｎｏ１ 遠藤 遥   



自分を知る
何をやりたいのか？
どんな経験があるのか？
アピールできることは？

条件を決める
就きたい仕事
働きたい条件を決める

仕事（実習）を探す
情報を集める

体験（実習）する

応募する
学校推薦を受ける
（9/5～）

面接を受ける
採用選考（9/16～）

採用（内定）

青梅市では、サービスを利用するにあたって、各地区ごとに身体・知的障害の方及び保健師、精神障害の

方や発達障害を含む担当のケースワーカーがおりますので、まずは青梅市役所障害者福祉課に御相談くださ

い。 

青梅市以外に在住の方については、お住まいの市の障害者福祉担当課にお問合せください。必要に応じて

調査を行い、その後サービスを組み合わせて、御利用いただくこととなります。なお、御申請いただいてか

ら御利用まで、個々のケースによりますが、約１ヶ月程度必要とする場合もあります。 

障害福祉サービス・地域生活支援事業・障害児通所支援は、事業所と利用者様の契約になります。事業は、

利用者ご自身で選ぶこととなります。 

サービスの利用方法は１つではありません。利用者様の御希望や御家庭の状況、障害の状況等を勘案して、

個々の対応となります。 

 

働くためには、職種や障害の有無を問わず、働くことについての理解 ・生活習慣 ・行動遂行能対人関

係のスキル など基礎的な能力（職業準備性）が必要とされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜就職までの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

気になることは、いつでも進路指導部までお気軽におたずねください。（担任や連絡帳を通じてでも構

いません。）今後とも、よろしくお願いいたします。        

働くために大切なこと 

職業準備性ピラミッド 

＊授業にて、生徒も学習している 

内容です。 

ここが一番大切！ 

ここが崩れると、就職しても仕事を続けられなくなる。 


